
 

 

 

 

 

 

 

 

安芸高田市公共施設等総合管理計画 

個別計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年３月 

 広島県安芸高田市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当課】 

危機管理課 財産管理課 政策企画課 環境生活課 人権多文化共生推進課 

社会福祉課 子育て支援課 高齢者福祉課 保健医療課 地域営農課 農林水

産課 商工観光課 管理課 住宅政策課 建設課 上下水道課 消防総務課 

教育総務課 生涯学習課 
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1 個別計画策定の趣旨及び概要 

 

（1）策定の趣旨 

平成２７年２月策定の安芸高田市公共施設等総合管理計画に示された公共建築物

管理基本方針では、施設類型ごとに個別計画を策定することとされています。よって、

児童クラブについて施設の状況等を分析し、安心・安全に放課後児童健全育成事業を

実施できる環境の充実を目標に、個別計画を策定します。 

 

（2）概要 

安芸高田市公共施設等総合管理計画は、「管理計画 第４章 １.公共建築物管理基

本方針 （１２）その他施設の方針」で、人口の推移及び利用状況により公共施設の

最適化を実施することとしています。本編ではその方針に従い、今後の施設の利用見

込み等に基づき、具体的な管理計画を示すものです。 

 

（３）計画期間 

計画期間は、安芸高田市公共施設等総合管理計画にあわせて平成 47 年度までとし

ます。 

なお、次のとおり進行管理を行い、次年度以降、必要に応じて計画の改訂を行いま

す。 

計画名 H26 年度 H27 年度 H28 年度以降 H47 年度まで 

管理計画策定 ⇒策定    

個別計画策定  ⇒策定   

進行管理   ⇒進行管理 ⇒進行管理 
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2 施設状況 

 

（1）総括 

平成２８年２月現在で市で運営を委託している児童クラブは 15 施設です。その内

市が所有する施設は 4 施設です。床面積は合計で 1,318 ㎡となっています。 

番号 名称 住所
延べ床面積

（㎡）
建築年月 耐震基準 設置・運営

1 刈田児童クラブ 八千代町勝田1647 210 S62年3月 新基準 公設・民営

2 根野児童クラブ 八千代町上根1375 210 H3年4月 新基準 公設・民営

3 向原児童クラブ 向原町坂60-1 761 S57年3月 新基準 公設・民営

4 放課後児童クラブイルカ 吉田町吉田1970 137 H15年11月 新基準 公設・民営

合計 1,318  
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（2）施設配置状況 

市で管理している放課後児童クラブの配置状況は次の位置図の通りです。 
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3 施設の分析 

 

（1）経過年数別状況 

児童クラブ施設は建築から相当年数が経過した施設もありますが、それらの施設に

ついては計画的に必要な修繕を実施し、今後も適正に管理し使用する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）耐震改修状況 

児童クラブ施設については、全て新耐震基準に適合しています。 

 

（3）コスト状況 

施設の保守・維持管理費用（平成 26 年度決算額） 

児童クラブの維持管理経費の主なものは、光熱水費 2,035 千円、通信運搬費 587

千円、修繕料 413 千円、備品購入費 399 千円、土地借り上げ料 238 千円などです。 

平成 26 年度については、向原児童クラブの大規模改修工事に 15,048 千円の費

用がかかりました。 

 

 

 

経過年数別状況 施設数 

12 年 1 

24 年 1 

28 年 1 

33 年 1 

総計 4 
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4 施設について 

 

（1）施設の役割 

放課後児童クラブは、保護者が就労等の事由により放課後家庭にいない児童に、適

切な遊びや生活の場を与えてその健全な育成を図るものです。 

 

（2）現状と課題 

保護者が共働きなどで放課後家庭にいない世帯は多く、さらに世帯の核家族化も進

行しており、安全の面などからも放課後児童クラブの利用を希望する児童は増加して

います。そういった状況に対応するため、学校の空き教等を活用し対応していますが、

児童の受け入れが限界に達している施設もあります。 

 

（3）今後の施設の考え方 

今後は小学校の統合による影響等も考慮し、施設の設置及び維持管理について検討

していく予定です。 
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5 再編検討結果 

現状や課題、今後の施設の考え方を踏まえ検討した結果は次の通りです。 

 

H28 H29 H30 H31 H37まで H47まで

1 刈田児童クラブ 継続 - - - - - -

2 根野児童クラブ 継続 - - - - - -

3 向原児童クラブ 継続 - - - - - -

4 放課後児童クラブイルカ
入所希望児童増加に
伴う増築後継続

増築 - - - - -

5 甲田児童クラブ
小学校統合及び甲田
基幹集落センター解
体に伴う新設

計画 → 建設 - - -

番号

スケジュール

名称 方針

 

 

 



 

 

 


